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１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

本日、有価証券報告書の提出に伴い、平成22年10月20日付をもって提出した有価証券届出書の関係情報を新たな情報

により訂正するため、また、記載事項の一部訂正を行うため本訂正届出書を提出するものです。

 

２【訂正の内容】

下線部　　　は訂正部分を示します。

 

第二部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】

１【ファンドの性格】

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】

＜訂正前＞

（前略）

④ファンドの特色（以下は、ファンドが主として投資を行うマザーファンドの特色を含みます。）

（中略）

２．マザーファンドの主な投資対象であるＤＷＳ ブラジル・ボンド・ファンドは、ＤＷＳインベストメント

GmbHが運用を行います。

 

ＤＷＳインベストメントGmbHはＤＷＳの一員です。ＤＷＳはドイチェ・アセット・マネジメント・グルー

プのリテールビジネスを担う投資信託会社グループです。

 
 

2010年８月末日現在

※ 日本においては、リテールビジネスをドイチェ・アセット・マネジメントまたはＤＷＳのブランド名で展開してい

ます。
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ＤＷＳの概要

■　設立 ：1956年 （昭和31年）  

■　資本金
※1 ：1.15億ユーロ  

■　従業員
※1 ：ドイツ国内 約1,000人 グローバル

※2
 約1,400人

■　運用ファンド数
※1 ：ヨーロッパ内 約580本 グローバル

※3
 約850本

■　運用資産残高 ：ドイツ国内 約1,421億ユーロ
※4

グローバル 約2,840億ユーロ
※5

■　ＤＷＳ（ディー・ダブリュー・エス）とは、‘有価証券の専門家’を意味するドイツ語Die

Wertpapier Spezialistenを略したものです。

※1 2009年12月末日現在

※2 ドイツ国内を含む。

※3 ヨーロッパ内を含む。

※4 ＤＷＳを含めたドイツ銀行グループの運用資産残高ベース（外国籍ファンドを含む）

2010年５月末日現在、出所：ドイツ投資信託協会(BVI) 

※5 ドイツ国内を含む2010年３月末日現在

・上記設立、資本金はＤＷＳの中核会社であるＤＷＳインベストメントGmbHに関するものです。

（以下略）

 

＜訂正後＞

（前略）

④ファンドの特色（以下は、ファンドが主として投資を行うマザーファンドの特色を含みます。）

（中略）

２．マザーファンドの主な投資対象であるＤＷＳ ブラジル・ボンド・ファンドは、ＤＷＳインベストメント

GmbHが運用を行います。

 

ＤＷＳインベストメントGmbHはＤＷＳの一員です。ＤＷＳはドイチェ・アセット・マネジメント・グルー

プのリテールビジネスを担う投資信託会社グループです。
 

2011年２月末現在

※ 日本においては、リテールビジネスをドイチェ・アセット・マネジメントまたはＤＷＳのブランド名で展開してい

ます。

 

ＤＷＳの概要

■　設立 ：1956年 （昭和31年）  

■　資本金
※1 ：1.15億ユーロ  

■　従業員
※1 ：ドイツ国内 約1,000人 グローバル

※2
 約1,400人

■　運用ファンド数
※1 ：ヨーロッパ内 約580本 グローバル

※3
 約850本

■　運用資産残高 ：ドイツ国内 約1,486億ユーロ
※4

グローバル 約2,740億ユーロ
※5
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■　ＤＷＳ（ディー・ダブリュー・エス）とは、‘有価証券の専門家’を意味するドイツ語Die 

Wertpapier Spezialistenを略したものです。

※1 2009年12月末現在

※2 ドイツ国内を含む。

※3 ヨーロッパ内を含む。

※4 ＤＷＳを含めたドイツ銀行グループの運用資産残高ベース（外国籍ファンドを含む）

2010年11月末現在、出所：ドイツ投資信託協会(BVI) 

※5 ドイツ国内を含む2010年９月末現在

・上記設立、資本金はＤＷＳの中核会社であるＤＷＳインベストメントGmbHに関するものです。

（以下略）

 

(3)【ファンドの仕組み】

＜訂正前＞

（前略）

③委託会社の概況

ａ．資本金の額（2010年８月末日現在）

（中略）

ｃ．大株主の状況（2010年８月末日現在）

（以下略）

 

＜訂正後＞

（前略）

③委託会社の概況

ａ．資本金の額（2011年２月末現在）

（中略）

ｃ．大株主の状況（2011年２月末現在）

（以下略）

 

２【投資方針】

(3)【運用体制】

＜訂正前＞

① ファンドの運用体制

当ファンドの運用体制は以下の通りです。

 

＜運用体制＞
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（中略）

＜運用の流れ＞

 

 

＜内部管理及びファンドに係る意思決定を監督する組織＞

インベストメント・コントロール・コミッティーは、その活動内容等をエグゼクティブ・コミッティーに報告し

ます。エグゼクティブ・コミッティーは代表取締役が議長を務め、委託会社の業務運営、リスク管理及び内部統制

等に係る諸問題を把握し、取締役会決議事項については取締役会に対する諮問機関であるとともに、それ以外の

事項については代表取締役が行う意思決定を補佐する機関としての役割を担います。さらに、コンプライアンス

部は、運用部から独立した立場でガイドライン遵守状況及び利益相反取引等の検証を行います。また、独立したモ

ニタリング活動として、すべての部門から独立した監査部が内部統制の有効性及び業務プロセスの効率性を検証

EDINET提出書類

ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社(E06458)

訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

 5/47



し、経営陣に対して問題点の指摘、改善点の提案を行います。上記各組織については、その内部管理機能の有効性

の観点から十分な人員を確保しております。

（中略）

② ドイチェ・アセット・マネジメント・グループの概要

（中略）

 

(注）運用体制は、今後変更となる場合があります。

 

＜訂正後＞

① ファンドの運用体制

当ファンドの運用体制は以下の通りです。

 

＜運用体制＞

（中略）

＜運用の流れ＞
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＜内部管理及びファンドに係る意思決定を監督する組織＞

インベストメント・コントロール・コミッティーは、その活動内容等をエグゼクティブ・コミッティーに報告し

ます。エグゼクティブ・コミッティーは代表取締役が議長を務め、委託会社の業務運営、リスク管理及び内部統制

等に係る諸問題を把握し、取締役会決議事項については取締役会に対する諮問機関であるとともに、それ以外の

事項については代表取締役が行う意思決定を補佐する機関としての役割を担います。さらに、コンプライアンス

統括部は、運用部から独立した立場でガイドライン遵守状況及び利益相反取引等の検証を行います。また、独立し

たモニタリング活動として、すべての部門から独立した監査部が内部統制の有効性及び業務プロセスの効率性を

検証し、経営陣に対して問題点の指摘、改善点の提案を行います。上記各組織については、その内部管理機能の有

効性の観点から十分な人員を確保しております。

（中略）

② ドイチェ・アセット・マネジメント・グループの概要

（中略）

EDINET提出書類

ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社(E06458)

訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

 7/47



(注）運用体制は、今後変更となる場合があります。

 

３【投資リスク】

＜訂正前＞

(1) 当ファンドの主なリスク及び留意点

（中略）

③為替変動リスク

当ファンドは主に外国の債券に投資する外貨建投資信託証券に投資しますので、ファンドの基準価額は、当該投

資信託証券及び当該投資信託証券が組入れている外貨建資産の通貨と日本円との間の為替レートの変動の影響

を受けます。外貨建資産の価格は、通常、為替レートが円安になれば上昇しますが、円高になれば下落します。し

たがって、為替レートが円高になれば外貨建資産の価格が下落し、ファンドの基準価額が影響を受け損失を被る

ことがあります。

（中略）

⑥その他の留意点

・当ファンドの追加設定（ファンドへの資金流入）及び一部解約（ファンドからの資金流出）による資金の流

出入に伴い、基準価額が影響を受ける場合があります。大量の追加設定があった場合、当ファンドがマザー

ファンドを通じて投資する投資信託証券においても原則として迅速に有価証券の組入れを行いますが、買付

予定銘柄によっては流動性などの観点から買付終了までに時間がかかることがあります。同様に大量の解約

があった場合にも解約資金を手当てするため保有証券を大量に売却しなければならないことがあります。そ

の際には、市況動向や取引量等の状況によって、基準価額が大きく変動する可能性があります。また、マザー

ファンドを投資対象とする他のベビーファンドの追加設定・一部解約等により、当該マザーファンドにおい

て売買が生じた場合等には、ファンドの基準価額が影響を受けることがあります。

（中略）

(2) 投資リスクに対する管理体制

委託会社のリスク管理体制は以下の通りです。
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委託会社では２つの検証機能を有しています。１つは運用評価会議で、ここではパフォーマンス分析及び定量的

リスク分析が行われます。もう１つはインベストメント・コントロール・コミッティーで、ここでは運用部、業務

部、コンプライアンス部から市場リスク、流動性リスク、信用リスク、運用ガイドライン・法令等遵守状況など

様々なリスク管理状況が報告され、検証が行われます。このコミッティーで議論された内容は、取締役会から一部

権限を委譲されたエグゼクティブ・コミッティーに報告され、委託会社として必要な対策を指示する体制がとら

れています。運用部ではこうしたリスク管理の結果も考慮し、次の投資戦略を決定し、日々の運用業務を行ってお

ります。

 

 (注)投資リスクに対する管理体制は、今後変更となる場合があります。

 

＜訂正後＞

(1) 当ファンドの主なリスク及び留意点

（中略）

③為替変動リスク

当ファンドは主に外国の債券に投資する外貨建投資信託証券に投資しますので、ファンドの基準価額は、当該投

資信託証券及び当該投資信託証券が組入れている外貨建資産の通貨と日本円との間の為替レートの変動の影響

を受けます。外貨建資産の価格は、通常、為替レートが円安になれば上昇しますが、円高になれば下落します。し

たがって、為替レートが円高になれば外貨建資産の価格が下落し、ファンドの基準価額が影響を受け損失を被る

ことがあります。特に、新興国の通貨については、政治、経済情勢の変化等による為替相場の変動がより大きくな

る可能性があります。

（中略）

⑥その他の留意点

・ブラジル国内の債券投資については金融取引税が課される場合があります。金融取引税が課された場合は基

準価額に影響を与える可能性があります。

・分配金は純資産総額から支払われるため、分配金支払い後は純資産総額が減少し、基準価額が下落する要因と

なります。分配金は計算期間中に得られた収益を超えて支払われる場合があるため、分配金の水準は必ずしも

当該計算期間における運用成果等を示すものではありません。投資者のファンドの取得価額によっては、支払

われた分配金が実質的には元本の払い戻しとなる場合があります。

・当ファンドの資産規模に対して大量の追加設定（ファンドへの資金流入）または大量の一部解約（ファンド

からの資金流出）があった場合、基準価額の変動が市場動向と大きく異なる可能性があります。また、大量の

追加設定があった場合、当ファンドがマザーファンドを通じて投資する投資信託証券においても原則として
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迅速に有価証券の組入れを行いますが、買付予定銘柄によっては流動性などの観点から買付終了までに時間

がかかることがあります。同様に大量の解約があった場合にも解約資金を手当てするため保有証券を大量に

売却しなければならないことがあります。その結果、基準価額の変動が市場動向と大きく異なる可能性があり

ます。また、マザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドの追加設定・一部解約等により、当該マ

ザーファンドにおいて売買が生じた場合等には、ファンドの基準価額が影響を受けることがあります。

（中略）

(2) 投資リスクに対する管理体制

委託会社のリスク管理体制は以下の通りです。

 

 

委託会社では２つの検証機能を有しています。１つは運用評価会議で、ここではパフォーマンス分析及び定量的

リスク分析が行われます。もう１つはインベストメント・コントロール・コミッティーで、ここでは運用部、業務

部、コンプライアンス統括部から市場リスク、流動性リスク、信用リスク、運用ガイドライン・法令等遵守状況な

ど様々なリスク管理状況が報告され、検証が行われます。このコミッティーで議論された内容は、取締役会から一

部権限を委譲されたエグゼクティブ・コミッティーに報告され、委託会社として必要な対策を指示する体制がと

られています。運用部ではこうしたリスク管理の結果も考慮し、次の投資戦略を決定し、日々の運用業務を行って

おります。

 

 (注)投資リスクに対する管理体制は、今後変更となる場合があります。

 

４【手数料等及び税金】

(3)【信託報酬等】

＜訂正前＞

① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.2495％（税抜1.19％）を乗じて得

た額とし、その配分は以下の通りとします。

（中略）

したがって、当ファンドの信託報酬に投資対象ファンドの信託報酬相当額を加算した実質的な信託報酬は、当

ファンドの純資産総額に対し、年率1.7495％程度となります。なお、この実質的な信託報酬は、あくまでも概算

値であり、マザーファンドにおける実際の投資対象ファンドの組入状況等によっては変動することがありま

す。

（以下略）
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＜訂正後＞

① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.2495％（税抜1.19％）を乗じて得

た額とし、その配分は以下の通りとします。

（中略）

したがって、当ファンドの信託報酬に投資対象ファンドの信託報酬相当額を加算した実質的な信託報酬は、当

ファンドの純資産総額に対し、年率1.7495％程度（税込）となります。なお、この実質的な信託報酬は、あくま

でも概算値であり、マザーファンドにおける実際の投資対象ファンドの組入状況等によっては変動することが

あります。

（以下略）

 

(5)【課税上の取扱い】

＜訂正前＞

（前略）

③ 課税の取扱いについて

以下の内容は平成22年８月末日現在施行されている税法に基づくものであり、税法が改正された場合等には内

容が変更されることがあります。

（以下略）

 

＜訂正後＞

（前略）

③ 課税の取扱いについて

以下の内容は平成23年２月末現在施行されている税法に基づくものであり、税法が改正された場合等には内容

が変更されることがあります。

（以下略）
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５【運用状況】

本項を以下の記載内容に更新・訂正します。

 

＜更新・訂正後＞

(1)【投資状況】

「ＤＷＳ ブラジル・レアル債券ファンド（毎月分配型）」

(平成23年 2月28日現在)

資産の種類 地域別(国名) 時価合計(円) 投資比率(％)

親投資信託受益証券 日本 37,514,230,957100.15

コール・ローン・その他の資産
(負債控除後)

― △57,869,314 △0.15

合計(純資産総額) ― 37,456,361,643100.00

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

 

(参考情報)

「ＤＷＳ ブラジル・レアル債券マザーファンド」

(平成23年 2月28日現在)

資産の種類 地域別(国名) 時価合計(円) 投資比率(％)

投資信託受益証券 ルクセンブルグ 36,926,284,50198.39

コール・ローン・その他の資産
(負債控除後)

― 604,915,422 1.61

合計(純資産総額) ― 37,531,199,923100.00

(注) 投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

 

(2)【投資資産】

①【投資有価証券の主要銘柄】

「ＤＷＳ ブラジル・レアル債券ファンド（毎月分配型）」

<評価額(全銘柄)>

(平成23年 2月28日現在)

国／
地域

種類 銘柄名 数量(口)
簿価単価
評価単価
(円)

簿価金額
評価金額
(円)

投資
比率
(％)

日本
親投資信託
受益証券

ＤＷＳ ブラジル・レアル
債券マザーファンド

27,978,990,869
1.352437,841,561,062

100.15
1.340837,514,230,957

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

 

<種類別投資比率>

(平成23年 2月28日現在)

種　類 国内／外国 投資比率(％)

親投資信託受益証券 国内 100.15

合　計 － 100.15

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。

 

(参考情報)

「ＤＷＳ ブラジル・レアル債券マザーファンド」

<評価額(全銘柄)>

(平成23年 2月28日現在)
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国／
地域

種類 銘柄名 数量(口)
簿価単価
評価単価
(円)

簿価金額
評価金額
(円)

投資
比率
(％)

ルクセンブルグ
投資信託
受益証券

ＤＷＳ ブラジル・ボ
ンド・ファンド

3,640,464.1612
10,255.6837,335,455,511

98.28
10,132.0336,885,328,499

ルクセンブルグ
投資信託
受益証券

ＤＷＳ ユーロ・リ
ザーブ・ファンド

2,774.6112
14,717.9940,836,725

0.11
14,760.9840,956,002

(注) 投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

 

<種類別投資比率>

(平成23年 2月28日現在)

種　類 国内／外国 投資比率(％)

投資信託受益証券 外国 98.39

合　計 － 98.39

(注) 投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。

 

②【投資不動産物件】

該当事項はありません。

 

③【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

 

(3)【運用実績】

①【純資産の推移】

特定期間末

または各月末

純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円)

(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)

第 1特定期間

(平成21年 1月20日)
265 267 0.9463 0.9548

第 2特定期間

(平成21年 7月21日)
769 775 1.1820 1.1905

第 3特定期間

(平成22年 1月20日)
1,621 1,639 1.2027 1.2157

第 4特定期間

(平成22年 7月20日)
3,631 3,674 1.0917 1.1047

第 5特定期間

(平成23年 1月20日)
31,517 31,921 1.0134 1.0264

平成22年 2月末 2,116 － 1.1405 －

平成22年 3月末 2,610 － 1.1933 －

平成22年 4月末 2,887 － 1.2168 －

平成22年 5月末 2,986 － 1.1373 －

平成22年 6月末 3,340 － 1.1167 －

平成22年 7月末 4,831 － 1.0984 －

平成22年 8月末 7,892 － 1.0758 －

平成22年 9月末 13,908 － 1.0721 －

平成22年10月末 20,324 － 1.0085 －

平成22年11月末 25,004 － 1.0290 －

平成22年12月末 29,034 － 1.0093 －

平成23年 1月末 33,598 － 1.0113 －

平成23年 2月末 37,456 － 1.0082 －

(注) 純資産総額は、百万円未満切捨て。

 

②【分配の推移】

特定期間 特定期間末 1口当たりの分配金(円)
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第 1特定期間 平成21年 1月20日 0.0085

第 2特定期間 平成21年 7月21日 0.0510

第 3特定期間 平成22年 1月20日 0.0645

第 4特定期間 平成22年 7月20日 0.0780

第 5特定期間 平成23年 1月20日 0.0780

 

③【収益率の推移】

特定期間 収益率(％)

第 1特定期間

(平成20年10月31日～平成21年 1月20日)
△4.5

第 2特定期間

(平成21年 1月21日～平成21年 7月21日)
30.3

第 3特定期間

(平成21年 7月22日～平成22年 1月20日)
7.2

第 4特定期間

(平成22年 1月21日～平成22年 7月20日)
△2.7

第 5特定期間

(平成22年 7月21日～平成23年 1月20日)
△0.0

(注) 収益率は、小数第2位を四捨五入しております。
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（参考情報）
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(4)【設定及び解約の実績】

下記期間中の設定及び解約の実績は次の通りです。

特定期間 設定数量(口) 解約数量(口)

第 1特定期間

(平成20年10月31日～平成21年 1月20日)
289,013,210 8,510,000

第 2特定期間

(平成21年 1月21日～平成21年 7月21日)
571,214,779 200,613,026

第 3特定期間

(平成21年 7月22日～平成22年 1月20日)
896,434,775 199,238,119

第 4特定期間

(平成22年 1月21日～平成22年 7月20日)
2,013,515,123 35,796,797

第 5特定期間

(平成22年 7月21日～平成23年 1月20日)
28,314,032,379 538,544,177

(注) 設定数量には、当初設定数量を含みます。
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第３【ファンドの経理状況】

本項を以下の記載内容に更新・訂正します。

 

＜更新・訂正後＞

1.当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）並

びに同規則第2条の2の規定により、第4特定期間（平成22年1月21日から平成22年7月20日まで）及び第5特定期間

（平成22年7月21日から平成23年1月20日まで）について、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府

令第133号）に基づいて作成しております。

なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

 

2.当ファンドの計算期間は6ヶ月未満であるため、財務諸表は6ヶ月毎に作成しております。

 

3.当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第4特定期間（平成22年1月21日から平成22年7月

20日まで）及び第5特定期間（平成22年7月21日から平成23年1月20日まで）の財務諸表について、あらた監査法人に

よる監査を受けております。
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１【財務諸表】
ＤＷＳ ブラジル・レアル債券ファンド（毎月分配型）
(1)【貸借対照表】

（単位：円）

    
第4特定期間

（平成22年7月20日現在）
第5特定期間

（平成23年1月20日現在）

資産の部   

 流動資産   

  コール・ローン 47,977,527 310,619,583

  親投資信託受益証券 3,631,692,446 31,548,133,170

  未収入金 － 130,390,102

  未収利息 92 595

  流動資産合計 3,679,670,065 31,989,143,450

 資産合計 3,679,670,065 31,989,143,450

負債の部   

 流動負債   

  未払収益分配金 43,238,259 404,319,605

  未払解約金 559,000 31,131,952

  未払受託者報酬 114,846 1,064,882

  未払委託者報酬 3,301,755 30,615,359

  その他未払費用 1,322,667 5,002,651

  流動負債合計 48,536,527 472,134,449

 負債合計 48,536,527 472,134,449

純資産の部   

 元本等   

  元本 3,326,019,945 31,101,508,147

  剰余金   

   期末剰余金又は期末欠損金（△） 305,113,593 415,500,854

   （分配準備積立金） 70,247,184 1,131,808,077

  元本等合計 3,631,133,538 31,517,009,001

 純資産合計 3,631,133,538 31,517,009,001

負債純資産合計 3,679,670,065 31,989,143,450
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(2)【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）

  
第4特定期間

(自　平成22年1月21日
　至　平成22年7月20日)

第5特定期間
(自　平成22年7月21日
　至　平成23年1月20日)

営業収益   

 受取利息 416 5,033

 有価証券売買等損益 △51,781,144 140,170,399

 営業収益合計 △51,780,728 140,175,432

営業費用   

 受託者報酬 555,547 3,713,968

 委託者報酬 15,971,933 106,776,593

 その他費用 1,322,667 5,002,651

 営業費用合計 17,850,147 115,493,212

営業利益又は営業損失（△） △69,630,875 24,682,220

経常利益又は経常損失（△） △69,630,875 24,682,220

当期純利益又は当期純損失（△） △69,630,875 24,682,220

一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△） △675,826 △5,821,634

期首剰余金又は期首欠損金（△） 273,284,643 305,113,593

剰余金増加額又は欠損金減少額 300,134,807 1,608,938,278

 
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
額

300,134,807 1,608,938,278

剰余金減少額又は欠損金増加額 6,330,881 21,491,927

 
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
額

6,330,881 21,491,927

分配金 193,019,927 1,507,562,944

期末剰余金又は期末欠損金（△） 305,113,593 415,500,854
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目
第4特定期間

(自　平成22年1月21日
　至　平成22年7月20日)

第5特定期間
(自　平成22年7月21日
　至　平成23年1月20日)

有価証券の評価基準及び評価方
法

親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、親投資信託受
益証券の基準価額で評価しておりま
す。

親投資信託受益証券
同左

 
(貸借対照表に関する注記)

項目
第4特定期間

（平成22年7月20日現在）
第5特定期間

（平成23年1月20日現在）

1.特定期間末日における受益権
の総数

3,326,019,945口 31,101,508,147口

2.特定期間末日における1口当た
り純資産額
(1万口当たり純資産額)

1.0917円
(10,917円)

1.0134円
(10,134円)

 
(損益及び剰余金計算書に関する注記)

項目
第4特定期間

(自　平成22年1月21日
　至　平成22年7月20日)

第5特定期間
(自　平成22年7月21日
　至　平成23年1月20日)

分配金の計算方法 第14期(平成22年1月21日から平成22
年2月22日まで)
計算期間末における費用控除後の
配当等収益（18,531,373円）、収益調
整金(411,041,388円)、分配準備積立
金（110,984,584円）より、分配対象
収益は、540,557,345円(1万口当たり
3,004円)であり、うち23,386,884円(1
万口当たり130円)を分配金額として
います。

第20期(平成22年7月21日から平成22
年8月20日まで)
計算期間末における費用控除後の
配当等収益（52,625,076円）、収益調
整金(1,684,707,525円)、分配準備積
立金（69,774,712円）より、分配対象
収益は、1,807,107,313円(1万口当た
り2,898円)であり、うち81,037,783円
(1万口当たり130円)を分配金額とし
ています。

 
第15期(平成22年2月23日から平成22
年3月23日まで)
計算期間末における費用控除後の
配当等収益（20,842,839円）、収益調
整金(497,016,270円)、分配準備積立
金（106,090,873円）より、分配対象
収益は、623,949,982円(1万口当たり
2,986円)であり、うち27,155,643円(1
万口当たり130円)を分配金額として
います。

 
第21期(平成22年8月21日から平成22
年9月21日まで)
計算期間末における費用控除後の
配当等収益（85,436,693円）、収益調
整金(2,817,324,382円)、分配準備積
立金（41,332,955円）より、分配対象
収益は、2,944,094,030円(1万口当た
り2,877円)であり、うち133,013,304
円(1万口当たり130円)を分配金額と
しています。
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第16期(平成22年3月24日から平成22
年4月20日まで)
計算期間末における費用控除後の
配当等収益（26,358,292円）、収益調
整金(563,671,865円)、分配準備積立
金（99,690,089円）より、分配対象収
益は、689,720,246円(1万口当たり
2,977円)であり、うち30,115,330円(1
万口当たり130円)を分配金額として
います。

 
第22期(平成22年9月22日から平成22
年10月20日まで)
計算期間末における費用控除後の
配当等収益（176,233,558円）、収益
調整金(4,904,643,163円)、分配準備
積立金（85,409,831円）より、分配対
象収益は、5,166,286,552円(1万口当
た り 2 , 8 7 5 円 ) で あ り 、 う ち
233,583,827円(1万口当たり130円)を
分配金額としています。

 
第17期(平成22年4月21日から平成22
年5月20日まで)
計算期間末における費用控除後の
配当等収益（25,189,550円）、収益調
整金(609,091,679円)、分配準備積立
金（95,373,679円）より、分配対象収
益は、729,654,908円(1万口当たり
2,954円)であり、うち32,104,697円(1
万口当たり130円)を分配金額として
います。

 
第23期(平成22年10月21日から平成22
年11月22日まで)
計算期間末における費用控除後の
配当等収益（241,292,255円）、収益
調整金(6,162,789,522円)、分配準備
積立金（259,418,685円）より、分配
対象収益は、6,663,500,462円(1万口
当たり2,865円)であり 、 うち
302,351,490円(1万口当たり130円)を
分配金額としています。

 
第18期(平成22年5月21日から平成22
年6月21日まで)
計算期間末における費用控除後の
配当等収益（29,769,417円）、収益調
整金(718,413,609円)、分配準備積立
金（88,409,185円）より、分配対象収
益は、836,592,211円(1万口当たり
2,937円)であり、うち37,019,114円(1
万口当たり130円)を分配金額として
います。

 
第24期(平成22年11月23日から平成22
年12月20日まで)
計算期間末における費用控除後の
配当等収益（301,800,707円）、収益
調整金(6,969,516,603円)、分配準備
積立金（498,166,581円）より、分配
対象収益は、7,769,483,891円(1万口
当たり2,859円)であり 、 うち
353,256,935円(1万口当たり130円)を
分配金額としています。

 
第19期(平成22年6月22日から平成22
年7月20日まで)
計算期間末における費用控除後の
配当等収益（32,451,203円）、収益調
整金(856,566,339円)、分配準備積立
金（81,034,240円）より、分配対象収
益は、970,051,782円(1万口当たり
2,916円)であり、うち43,238,259円(1
万口当たり130円)を分配金額として
います。

 
第25期(平成22年12月21日から平成23
年1月20日まで)
計算期間末における費用控除後の
配当等収益（334,993,693円）、収益
調整金(7,720,390,873円)、分配準備
積立金（796,814,384円）より、分配
対象収益は、8,852,198,950円(1万口
当たり2,846円)であり 、 うち
404,319,605円(1万口当たり130円)を
分配金額としています。

 

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

項目
第4特定期間

(自　平成22年1月21日
　至　平成22年7月20日)

第5特定期間
(自　平成22年7月21日
　至　平成23年1月20日)

1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、
有価証券、デリバティブ取引等の金融
商品への投資を信託約款に定める
「運用の基本方針」に基づき行って
おります。

同左

2.金融商品の内容及び当該金融
商品に係るリスク

当ファンド及び主要投資対象であ
る親投資信託が保有する金融商品の
種類は、有価証券、デリバティブ取引、
金銭債権及び金銭債務であり、その詳
細は貸借対照表、注記表及び附属明細
表に記載しております。当該金融商品
には、性質に応じてそれぞれ市場リス
ク(価格変動リスク、為替変動リスク、
金利変動リスク等)、流動性リスク、信
用リスク等があります。

同左
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3.金融商品に係るリスク管理体
制

委託会社では２つの検証機能を有
しています。１つは運用評価会議で、
ここではパフォーマンス分析及び定
量的リスク分析が行われます。もう１
つはインベストメント・コントロー
ル・コミッティーで、ここでは運用
部、業務部、コンプライアンス統括部
から市場リスク、流動性リスク、信用
リスク、運用ガイドライン・法令等遵
守状況など様々なリスク管理状況が
報告され、検証が行われます。このコ
ミッティーで議論された内容は、取締
役会から一部権限を委譲されたエグ
ゼクティブ・コミッティーに報告さ
れ、委託会社として必要な対策を指示
する体制がとられています。
運用部ではこうしたリスク管理の
結果も考慮し、次の投資戦略を決定
し、日々の運用業務を行っておりま
す。

同左

 

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項目
第4特定期間

(平成22年7月20日現在)
第5特定期間

(平成23年1月20日現在)

1.貸借対照表計上額、時価及びそ
の差額

貸借対照表計上額は期末の時価で
計上しているため、その差額はありま
せん。

同左

2.時価の算定方法 （1）有価証券及びデリバティブ取引
以外の金融商品
有価証券及びデリバティブ取引以
外の金融商品は、短期間で決済され、
時価は帳簿価額と近似していること
から、当該金融商品の帳簿価額を時価
としております。

（1）有価証券及びデリバティブ取引
以外の金融商品
同左

（2）売買目的有価証券
（重要な会計方針に係る事項に関
する注記）に記載しております。

（2）売買目的有価証券
同左

3.金融商品の時価等に関する事
項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基
づく価額のほか、市場価格がない場合
には合理的に算定された価額が含ま
れております。当該価額の算定におい
ては一定の前提条件等を採用してい
るため、異なる前提条件等によった場
合、当該価額が異なることもありま
す。

同左

 

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

 
第4特定期間

(平成22年7月20日現在)
第5特定期間

(平成23年1月20日現在)

種類
最終の計算期間の損益に
含まれた評価差額(円)

最終の計算期間の損益に
含まれた評価差額(円)

親投資信託受益証券 △98,615,792 △90,191,775

合計 △98,615,792 △90,191,775

 

(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
 
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
 
(その他の注記)

項目
第4特定期間

（平成22年7月20日現在）
第5特定期間

（平成23年1月20日現在）

元本の推移   
期首元本額 1,348,301,619円 3,326,019,945円
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期中追加設定元本額 2,013,515,123円 28,314,032,379円
期中一部解約元本額 35,796,797円 538,544,177円

 
(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。

 

(イ) 株式以外の有価証券
種類 銘柄 口数 評価額（円） 備考

親投資信託受益証券
ＤＷＳ ブラジル・レアル債券
マザーファンド

23,734,677,37831,548,133,170 

合計  23,734,677,37831,548,133,170 

 
②信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。

 
③デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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（参考情報）

当ファンドは「ＤＷＳ ブラジル・レアル債券マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表

の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。

なお、当ファンドの特定期間末日における同親投資信託の状況は次の通りです。

 

「ＤＷＳ ブラジル・レアル債券マザーファンド」の状況

以下に記載した状況は監査の対象外となっております。

 

(1)貸借対照表

区分
(平成22年7月20日現在) (平成23年1月20日現在)

金額（円） 金額（円）

資産の部   

流動資産   

預金 1,124,400 451,880,001

コール・ローン 168,305,599 812,839,113

投資信託受益証券 3,589,257,222 31,492,571,959

派生商品評価勘定 － 105,000

未収利息 322 1,558

その他未収収益 657,540 6,020,299

流動資産合計 3,759,345,083 32,763,417,930

資産合計 3,759,345,083 32,763,417,930

負債の部   

流動負債   

派生商品評価勘定 263,375 320,000

未払金 109,761,900 1,068,080,000

未払解約金 120,848 130,514,482

流動負債合計 110,146,123 1,198,914,482

負債合計 110,146,123 1,198,914,482

純資産の部   

元本等   

元本 2,761,460,183 23,747,463,907

剰余金   

剰余金又は欠損金（△） 887,738,777 7,817,039,541

元本等合計 3,649,198,960 31,564,503,448

純資産合計 3,649,198,960 31,564,503,448

負債純資産合計 3,759,345,083 32,763,417,930
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(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目
(自　平成22年1月21日
　至　平成22年7月20日)

(自　平成22年7月21日
　至　平成23年1月20日)

1.有価証券の評価基準及び評価
方法

投資信託受益証券
移動平均法に基づき、投資信託受益
証券の基準価額で評価しております。

投資信託受益証券
同左

2.デリバティブの評価基準及び
評価方法

為替予約の評価は、個別法に基づ
き、原則として、わが国における計算
期間末日の対顧客先物相場の仲値に
よって計算しております。ただし、為
替予約のうち対顧客先物相場が発表
されていない通貨については、対顧客
相場の仲値によって計算しておりま
す。

同左

3.その他財務諸表作成のための
基本となる重要な事項

外貨建取引等の処理基準
「投資信託財産の計算に関する規
則」第60条及び第61条に基づいてお
ります。

外貨建取引等の処理基準
同左

 

(貸借対照表に関する注記)
項目 (平成22年7月20日現在) (平成23年1月20日現在)

1.受益権の総数 2,761,460,183口 23,747,463,907口

2.1口当たり純資産額
(1万口当たり純資産額)

1.3215円
(13,215円)

1.3292円
(13,292円)

 

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

項目
(自　平成22年1月21日
　至　平成22年7月20日)

(自　平成22年7月21日
　至　平成23年1月20日)

1.金融商品に対する取組方針 当親投資信託は証券投資信託とし
て、有価証券、デリバティブ取引等の
金融商品への投資を信託約款に定め
る「運用の基本方針」に基づき行っ
ております。

同左

2.金融商品の内容及び当該金融
商品に係るリスク

当親投資信託が保有する金融商品
の種類は、有価証券、デリバティブ取
引、金銭債権及び金銭債務であり、そ
の詳細は貸借対照表、注記表及び附属
明細表に記載しております。当該金融
商品には、性質に応じてそれぞれ市場
リスク(価格変動リスク、為替変動リ
スク、金利変動リスク等)、流動性リス
ク、信用リスク等があります。
当親投資信託が行うデリバティブ

取引については、外貨建金銭債権債務
等の為替変動リスクを回避し、安定的
な利益の確保を図る目的で利用して
おります。

同左
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3.金融商品に係るリスク管理体
制

委託会社では２つの検証機能を有
しています。１つは運用評価会議で、
ここではパフォーマンス分析及び定
量的リスク分析が行われます。もう１
つはインベストメント・コントロー
ル・コミッティーで、ここでは運用
部、業務部、コンプライアンス部から
市場リスク、流動性リスク、信用リス
ク、運用ガイドライン・法令等遵守状
況など様々なリスク管理状況が報告
され、検証が行われます。このコミッ
ティーで議論された内容は、取締役会
から一部権限を委譲されたエグゼク
ティブ・コミッティーに報告され、委
託会社として必要な対策を指示する
体制がとられています。
運用部ではこうしたリスク管理の

結果も考慮し、次の投資戦略を決定
し、日々の運用業務を行っておりま
す。

同左

 

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項目 (平成22年7月20日現在) (平成23年1月20日現在)

1.貸借対照表計上額、時価及びその
差額

貸借対照表計上額は期末の時価で
計上しているため、その差額はありま
せん。

同左

2.時価の算定方法 （1）有価証券及びデリバティブ取引
以外の金融商品
有価証券及びデリバティブ取引以
外の金融商品は、短期間で決済され、
時価は帳簿価額と近似していること
から、当該金融商品の帳簿価額を時価
としております。

（1）有価証券及びデリバティブ取引
以外の金融商品
同左

（2）売買目的有価証券
（重要な会計方針に係る事項に関
する注記）に記載しております。

（2）売買目的有価証券
同左

（3）デリバティブ取引
（デリバティブ取引に関する注
記）に記載しております。

（3）デリバティブ取引
同左

3.金融商品の時価等に関する事項
についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基
づく価額のほか、市場価格がない場合
には合理的に算定された価額が含ま
れております。当該価額の算定におい
ては一定の前提条件等を採用してい
るため、異なる前提条件等によった場
合、当該価額が異なることもありま
す。また、デリバティブ取引に関する
契約額等はあくまでもデリバティブ
取引における名目的な契約額であり、
当該金額自体がデリバティブ取引の
リスクの大きさを示すものではあり
ません。

同左

 

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

 (平成22年7月20日現在) (平成23年1月20日現在)

種類
計算期間の損益に
含まれた評価差額(円)

計算期間の損益に
含まれた評価差額(円)

投資信託受益証券 △43,252,452 △531,851,020

合計 △43,252,452 △531,851,020

注）「計算期間」とは当親投資信託の計算期間の期首日から本書における開示対象ファンドの特定期間末日までの期間を指し
ております。

 
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

（通貨関連）
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区分 種類

(平成22年7月20日現在)

契約額等(円)  

時価(円) 評価損益(円)
 

うち１年超
(円)

市場取
引以外
の取引

為替予約取引     
買建     
アメリカドル 108,888,375－ 108,625,000△263,375

 合計 108,888,375－ 108,625,000△263,375

 

区分 種類

(平成23年1月20日現在)

契約額等(円)  

時価(円) 評価損益(円)
 

うち１年超
(円)

市場取
引以外
の取引

為替予約取引     
買建     
アメリカドル 616,340,000－ 616,125,000△215,000

 合計 616,340,000－ 616,125,000△215,000

(注1)時価の算定方法
1．本書における開示対象ファンドの特定期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のよう
に評価しております。
①同特定期間末日において為替予約の受渡日（以下「当該日」という。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場
合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②同特定期間末日において当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・同特定期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該
日に最も近い前後２つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・同特定期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている
対顧客先物相場の仲値を用いております。

2．同特定期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、同特定期間末日の対顧客相場の仲値で評
価しております。

 
(注2)デリバティブ取引にヘッジ会計は適用されておりません。

 

(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
 

(その他の注記)
項目 (平成22年7月20日現在) (平成23年1月20日現在)

1.元本の推移   
期首元本額 1,209,769,229円 2,761,460,183円
期中追加設定元本額 1,579,861,219円 21,136,007,723円
期中一部解約元本額 28,170,265円 150,003,999円
期末元本額 2,761,460,183円 23,747,463,907円

2.元本の内訳   
ＤＷＳ ブラジル・レアル債券
ファンド（毎月分配型）

2,748,159,248円 23,734,677,378円

ＤＷＳ ブラジル・レアル債券
ファンド（年１回決算型）

13,300,935円 12,786,529円

 

(3)附属明細表
①有価証券明細表
（ア）株式

該当事項はありません。
 
（イ）株式以外の有価証券
種類 通貨 銘柄 口数 評価額 備考

投資信託
受益証券

アメリカドル ＤＷＳ ブラジル・ボンド・ファンド 3,092,723.3808382,817,300.07 
小計   382,817,300.07 

   (31,452,269,373) 
ユーロ ＤＷＳ ユーロ・リザーブ・ファンド 2,774.6112364,861.37 

小計   364,861.37 
   (40,302,586) 

 合計   31,492,571,959 
    (31,492,571,959) 

(注)1.通貨種類毎の小計の()内は、邦貨換算額であります。
2.小計・合計金額欄の()内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
3.外貨建有価証券の内訳
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通貨 銘柄数
組入

投資信託受益証券
時価比率

合計金額に対する比率

アメリカドル 投資信託受益証券 1銘柄 99.6% 99.9%

ユーロ 投資信託受益証券 1銘柄 0.1% 0.1%

 
②信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。

 
③デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(2)注記表(デリバティブ取引に関する注記)　取引の時価等に関する事項で記載しております。

 

　　次へ
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当親投資信託は「ＤＷＳ ブラジル・ボンド・ファンド」投資信託受益証券及び「ＤＷＳ ユーロ・リザーブ・

ファンド」投資信託受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、

すべてこれら投資信託の受益証券です。

 

「ＤＷＳ ブラジル・ボンド・ファンド」の状況

以下に記載した情報は、ＤＷＳ・インベストメント・エス・エーからの情報に基づき、2009年12月31日現在の財務

の状況を記載したものであります。同投資信託受益証券の2009年12月31日現在の財務の状況は、ルクセンブルグの法

律に基づき一般に公正妥当と認められる会計基準に準拠して作成されております。

同投資信託受益証券の「資産、負債の状況」、「損益計算書」、「純資産変動計算書」及び「組入資産の明細」は、

2009年12月31日現在の財務書類の一部を翻訳したものです。

なお、以下に記載した情報は監査の対象外でありますが、独立の監査人による監査を受けた同投資信託受益証券の

財務書類を抜粋したものであります。

 
(1)資産、負債の状況

 2009年12月31日現在
 金額（アメリカドル）
資産の部  
利付債券 18,598,054.23
現金 2,291,395.62
未収利息 188,740.04

資産合計 21,078,189.89
  
負債の部  
その他負債 △11,825.03

負債合計 △11,825.03

 
(2)損益計算書

 2009年12月31日に終了した事業年度
 金額（アメリカドル）
収益  
受取利金 694,657.74
受取利息 3.18
調整収益 176,952.64

収益合計 871,613.56
  
費用  
支払利息 △250.24
手数料 △70,348.65
申込税 △1,021.07
その他費用 △4.83
払戻費用 △19,418.16

費用合計 △91,042.95
  
純投資収益 780,570.61

 
(3)純資産変動計算書

 2009年12月31日に終了した事業年度
 金額（アメリカドル）
期首純資産金額 2,832,317.87
設定による資金流入 19,450,878.33
解約による資金流出 △3,379,992.52
収益の調整 △827,849.53
純投資収益 780,570.61
有価証券売買益 1,360,250.46
有価証券売買損 △172,196.65
有価証券評価損益 1,906,470.19
分配金 △884,083.90

期末純資産金額 21,066,364.86

 
(4)組入資産の明細

    (2009年12月31日現在）

銘柄名 券面総額 評価額(アメリカドル)

11.2500 %European Investment Bank 08/14.02.13 MTN 400,000 241,745.62
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9.2500 %European Investment Bank 08/19.10.10 MTN 1,200,000 689,991.39
11.5000 %European Investment Bank 08/25.06.12 MTN 900,000 539,088.99
9.0000 %Int. Bank for Rec. and Development 07/22.06.10 MTN1,000,000 575,509.62
12.2500 %Int. Bank for Rec. and Development 08/04.08.10 MTN1,000,000 585,412.00
9.0000 %Inter American Development Bank 07/06.08.10 MTN1,800,000 1,035,245.48
10.7500 %Inter-American Development Bank 07/07.02.11 MTN 400,000 233,545.79
9.0000 %Inter-American Development Bank 09/28.08.12 MTN400,000 227,585.41
10.0000 %Brazil 05/01.01.12 4,000 2,335,425.11
10.0000 %Brazil 06/01.01.14 2,500 1,391,856.87
10.0000 %Brazil 07/01.01.11 3,300 1,978,981.84
10.0000 %Brazil 07/01.01.13 4,000 2,274,687.97
10.0000 %Brazil 07/01.01.17 Ser.F 2,400 1,249,830.41
0.0000 %Brazil 08/01.01.11 3,300 1,714,780.54
0.0000 %Brazil 08/01.07.10 500 274,958.99
0.0000 %Brazil 09/01.07.11 4,300 2,100,383.24
10.0000 %Brazil 07/01.07.10 1,900 1,149,024.96

合計  18,598,054.23
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２【ファンドの現況】

【純資産額計算書】

「ＤＷＳ ブラジル・レアル債券ファンド（毎月分配型）」

(平成23年 2月28日現在)

Ⅰ　資産総額 37,526,686,751円

Ⅱ　負債総額 70,325,108円

Ⅲ　純資産総額(Ⅰ－Ⅱ) 37,456,361,643円

Ⅳ　発行済数量 37,151,895,596口

Ⅴ　1単位当たり純資産額(Ⅲ／Ⅳ) 1.0082円

 

(参考情報)

「ＤＷＳ ブラジル・レアル債券マザーファンド」

(平成23年 2月28日現在)

Ⅰ　資産総額 38,431,219,923円

Ⅱ　負債総額 900,020,000円

Ⅲ　純資産総額(Ⅰ－Ⅱ) 37,531,199,923円

Ⅳ　発行済数量 27,990,764,014口

Ⅴ　1単位当たり純資産額(Ⅲ／Ⅳ) 1.3408円
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第三部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】

１【委託会社等の概況】

＜訂正前＞

(1) 資本金等

① 資本金の額

3,078百万円（平成22年８月末日現在）

② 発行する株式の総数

200,000株（平成22年８月末日現在）

③ 発行済株式総数

61,560株（平成22年８月末日現在）

④ 最近５年間における資本金の額の増減

平成17年10月31日資本金を金1,248百万円から金1,998百万円へ増額

平成18年12月20日資本金を金1,998百万円から金2,328百万円へ増額

平成21年５月29日資本金を金2,328百万円から金3,078百万円へ増額

 

(2) 委託会社の機構

（中略）

（投資信託の運用プロセス）

（中略）

④ コンプライアンス部が、個々の売買についてガイドライン違反等がないか速やかにチェックを行います。

⑤ 運用評価会議では、各ファンドの運用成績を分析すると共に、運用に際して取っているアクティブリスクの

状況や他ファンドとの均一性についてレビューを行い、今後の運用へのフィードバックを行います。

⑥ インベストメント・コントロール・コミッティーにおいて、ガイドラインの遵守状況や運用上の改善すべき

点などについて検討を行います。

⑦ コンプライアンス部は、運用部から独立した立場で、取引の妥当性のチェック及び利益相反取引のチェック

を行います。

 

＜訂正後＞

(1) 資本金等

① 資本金の額

3,078百万円（平成23年２月末現在）

② 発行する株式の総数

200,000株（平成23年２月末現在）

③ 発行済株式総数

61,560株（平成23年２月末現在）

④ 最近５年間における資本金の額の増減

平成18年12月20日資本金を金1,998百万円から金2,328百万円へ増額

平成21年５月29日資本金を金2,328百万円から金3,078百万円へ増額

 

(2) 委託会社の機構

（中略）

（投資信託の運用プロセス）

（中略）

④ コンプライアンス統括部が、個々の売買についてガイドライン違反等がないか速やかにチェックを行いま

す。

⑤ 運用評価会議では、各ファンドの運用成績を分析するとともに、運用に際して取っているアクティブリスク
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の状況や他ファンドとの均一性についてレビューを行い、今後の運用へのフィードバックを行います。

⑥ インベストメント・コントロール・コミッティーにおいて、ガイドラインの遵守状況や運用上の改善すべき

点などについて検討を行います。

⑦ コンプライアンス統括部は、運用部から独立した立場で、取引の妥当性のチェック及び利益相反取引の

チェックを行います。

 

２【事業の内容及び営業の概況】

本項を以下の記載内容に更新・訂正します。

 

＜更新・訂正後＞

投信法に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定め

る金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っています。また金融商品取引法に定める投資助言業務

を行っています。

平成23年２月末現在、委託会社の運用するファンドは98本、純資産総額は566,483百万円です（ただし、親投資信託

を除きます。）。

ファンドの種類別の本数及び純資産総額は下記の通りです。

種類 本数 純資産総額

公募
単位型 株式投資信託 1本 23,758百万円

追加型 株式投資信託 73本 478,216百万円

私募 追加型 株式投資信託 24本 64,509百万円

合計 98本 566,483百万円
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３【委託会社等の経理状況】

本項の末尾に以下の内容を追加します。

 

＜追加＞

1. 中間財務諸表の作成方法について

　当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号。以

下「中間財務諸表等規則」という。)第38条及び第57条の規定に基づき、同規則及び「金融商品取引業等に関する内

閣府令」(平成19年８月６日　内閣府令第52号)に基づいて作成しております。

　

2. 監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当中間会計期間(平成22年４月１日から平成22年９月

30日まで)の中間財務諸表について、有限責任　あずさ監査法人により中間監査を受けております。

 

　なお、あずさ監査法人は、監査法人の種類の変更により、平成22年７月１日をもって有限責任　あずさ監査法人とな

りました。
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中間財務諸表

(1)中間貸借対照表
（単位：千円）

当中間会計期間末
（平成22年9月30日）

資産の部    
流動資産    

預金  3,134,758 
前払費用  8,380 
未収委託者報酬  1,404,613 
未収運用受託報酬  87,988 
未収投資助言報酬  73,959 
未収収益  181,283 
立替金  46,555 
その他流動資産  22,043 
流動資産計  4,959,584 

固定資産    
無形固定資産 ※1 32,849 
投資その他の資産  29,063 
固定資産計  61,912 

資産合計  5,021,496 
負債の部    
流動負債    
預り金 ※2 71,475 
未払金    
未払収益分配金  3 
未払償還金  1,508 
未払手数料  711,271 
その他未払金  22,917 

未払費用  1,065,026 
未払法人税等  12,949 
賞与引当金  184,144 
その他流動負債        957 
流動負債計  2,070,255 

固定負債    
退職給付引当金  732,996 
長期未払費用  115,209 
固定負債計  848,206 

負債合計  2,918,462 
純資産の部    
株主資本    
資本金  3,078,000 
資本剰余金    
資本準備金  1,830,000 
資本剰余金計  1,830,000 

利益剰余金    
その他利益剰余金    
繰越利益剰余金  △      2,804,970 

利益剰余金計  △      2,804,970 
株主資本計  2,103,029 

評価・換算差額等    
    その他有価証券評価差額金  5 
    評価・換算差額等合計  5 
純資産合計  2,103,034 

負債・純資産合計  5,021,496 
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(2)中間損益計算書

（単位：千円）

当中間会計期間

（自 平成22年4月1日

至 平成22年9月30日）

営業収益    

委託者報酬  3,495,769 

運用受託報酬  117,553 

投資助言報酬  73,673 

その他営業収益  256,965 

営業収益計  3,943,961 

営業費用    

支払手数料  1,715,781 

その他営業費用  576,719 

営業費用計  2,292,501 

一般管理費 ※1 1,323,498 

営業利益        327,960 

営業外収益  585 

営業外費用 ※2 1,738 

経常利益  326,807 

特別利益 ※3 91,903 

税引前中間純利益        418,710 

法人税、住民税及び事業税  2,905 

法人税等合計  2,905 

中間純利益  415,805 
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(3)中間株主資本等変動計算書

（単位：千円）

当中間会計期間

（自 平成22年4月1日

至 平成22年9月30日）

株主資本    

資本金    

前期末残高  3,078,000 

当中間期変動額  - 

当中間期変動額合計  - 

当中間期末残高  3,078,000 

資本剰余金    

資本準備金    

前期末残高  1,830,000 

当中間期変動額  - 

当中間期変動額合計  - 

当中間期末残高  1,830,000 

利益剰余金    

その他利益剰余金    

繰越利益剰余金    

前期末残高  △ 3,220,776 

当中間期変動額    

中間純利益   415,805 

当中間期変動額合計  415,805 

当中間期末残高  △ 2,804,970  

株主資本合計    

前期末残高  1,687,223 

当中間期変動額

中間純利益
 

 
415,805

 

当中間期変動額合計  415,805 

当中間期末残高  2,103,029 

評価・換算差額等    

　　その他有価証券評価差額金    

　　　　前期末残高  0 

　　　　当中間期変動額    

　　　　　　株主資本以外の項目の
当中間期変動額（純額）

 5 

　　　　　　当中間期変動額合計  55,70457

　　　　当中間期末残高  5 

    評価・換算差額等合計    

　　　　前期末残高                  0 

　　　　当中間期変動額    

　　　　 　　 株主資本以外の項目の
当中間期変動額（純額）

 5 

　　　　　　当中間期変動額合計  5 

　　　　当中間期末残高  5 

    

純資産合計    

前期末残高  1,687,223 

当中間期変動額

中間純利益
 

 
415,805

 

          株主資本以外の項目の
当中間期変動額（純額）

 5 

    当中間期変動額合計  415,811 
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当中間期末残高  2,103,034 
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

 
当中間会計期間

（自　平成22年4月1日
　  至　平成22年9月30日)

1. 有価証券の評価基準及び評価方法 時価法を採用しております。

2. デリバティブ取引の評価基準及び評価
方法

　時価法を採用しております。

3. 固定資産の減価償却の方法 無形固定資産

　定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアについて
は、社内における見込利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用してお
ります。

4. 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金

一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権については個
別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
　但し、当中間会計期間の計上額はありません。

 (2) 賞与引当金

　支給見込額の当中間会計期間負担額を計上しております。

 (3) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債
務の見込額に基づき、当中間会計期間末において発生していると認め
られる額を計上しております。数理計算上の差異は、その発生時にお
ける従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(5年)による定額法
により按分した額を翌期から費用処理することとしております。
また、役員の退職時に支出が予測される役員退職慰労金支払に備え
るため、内規に基づく中間会計期間末要支給額を退職給付引当金に含
めて計上しております。

5. 外貨建資産及び負債の本邦通貨への換
算基準

　外貨建の金銭債権債務は、中間決算日の直物為替相場により円貨に換
算し、換算差額は損益として処理しております。

6. リース取引の処理方法 リース取引開始日が平成20年3月31日以前の所有権移転外ファイナ
ンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた
会計処理によっております。

7. その他中間財務諸表のための基本とな
る重要な事項

消費税等の会計処理

　消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

 

注記事項

(中間貸借対照表関係)

当中間会計期間末
(平成22年9月30日)

※1　無形固定資産の減価償却累計額は次の通りであります。

ソフトウェア　　　　55,805千円

※2　消費税等の取扱い

仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺の上、流動負債の「預り金」として表示しております。
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(中間損益計算書関係)

当中間会計期間
（自　平成22年4月1日
　　至　平成22年9月30日)

※1　減価償却実施額  

無形固定資産 5,196千円

  

※2　営業外費用の主要項目  

為替差損 1,597千円

  

※3　特別利益の主要項目  

関係会社間の費用配賦にかかる前期損益修正益 91,903千円

 

 

(中間株主資本等変動計算書関係)

当中間会計期間（自　平成22年4月1日　至　平成22年9月30日）

発行済株式に関する事項

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末

普通株式（株） 61,560 － － 61,560

 

 

(リース取引関係)

当中間会計期間
（自　平成22年4月1日
　　至　平成22年9月30日)

 ファイナンス・リース取引（借主側）  

 

リース取引に関する会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

1.　リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び中間期末残高相当額

 器具備品  建物附属設備  合計  

取得価額相当額 421,173千円  614,523千円  1,035,696千円  

減価償却累計額相当額 330,136千円  319,034千円  649,171千円  

中間期末残高相当額 91,037千円  295,488千円  386,525千円  

 

2.　未経過リース料中間期末残高相当額

 

１年以内    84,724千円     

１年超    309,299千円     

合計    394,023千円     

 

3.　支払リース料、減価償却費相当額、支払利息相当額

支払リース料    44,826千円     

減価償却費相当額    19,577千円     

支払利息相当額    2,486千円     

          
4.　減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法

(1) 減価償却費相当額の算定方法

 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

(2) 利息相当額の算定方法

 リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額を利息相当額とし、各期への配分方法については、利息法に
よっております。

 

EDINET提出書類

ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社(E06458)

訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

40/47



（金融商品関係）
当中間会計期間末（平成22年9月30日）
 
金融商品の時価等に関する事項
平成22年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、以下のとおりであります。
 

　(単位:千円)
　 中間貸借対照表

計上額
時価 差額

(1)預金
(2)未収委託者報酬
(3)未収運用受託報酬
(4)未収投資助言報酬
(5)未収収益
(6)投資有価証券
　　その他の有価証券

3,134,758
1,404,613
87,988
73,959
181,283

 
15,015

3,134,758
1,404,613
87,988
73,959
181,283

 
15,015

  -
-
-
-
-
 
-

資産計 4,897,619 4,897,619 -

(1)未払手数料
(2)未払費用

711,271
1,065,026

711,271
1,065,026

-
-

負債計 1,776,298 1,776,298 -

デリバティブ取引 (*1)
　　ヘッジ会計が適用されていないもの

 
16,183

 
16,183

 
-

デリバティブ取引計 16,183 16,183 -

(*1)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目に
ついては、(  )で示しております。

 
(注1) 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
資　産
(1)預金、(2)未収委託者報酬、(3)未収運用受託報酬、(4)未収投資助言報酬及び(5)未収収益
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
 
(6)投資有価証券
投資有価証券はその他有価証券に区分されており、時価については、解約価額によっております。
また、有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照下さい。　　　

 
負　債
(1)未払手数料及び(2)未払費用

　　　　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価格にほぼ等しいことから、当該帳簿価格によっております。
　　　　
デリバティブ取引
　　　「デリバティブ取引関係」注記を参照下さい。
    
 

(有価証券関係）

当中間会計期間末　（平成22年9月30日）
　　　
その他有価証券　　　　　　　　
中間貸借対照表計上額、取得原価及びこれらの差額は以下のとおりです。　　　　　

　(単位:千円)

 種類 中間貸借対照表
計上額

取得原価 差額

中間貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの

 
その他

 
15,015

 
15,010

 
5

         　　　　　合計  15,015 15,010 5
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（デリバティブ取引関係）

当中間会計期間末　（平成22年9月30日）
 
ヘッジ会計が適用されていないもの
 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引について、取引の対象物は通貨のみであり、中間貸借対照表日における契
約額又は契約において定められた元本相当額、時価及び評価損益並びに当該時価の算定方法は、次のとおりであります。
 
　(a)　通貨関連（時価の算定方法は、先物為替相場によっております。）            (単位:千円)

      
区分  契約額等 　うち1年超 時価 評価損益

市場取引以外の取引 為替予約取引
売建
　米ドル
買建
　ユーロ

 
 

44,278
 

335,490

 
 

-
 

-

 
 
256
 

15,927

 
 
256
 

15,927
　　　　　合計 379,768 - 16,183 16,183

 

 

（セグメント情報等）

　セグメント情報

　　当中間会計期間（自　平成22年4月1日　至　平成22年9月30日）

　当社は資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

 

関連情報

　　当中間会計期間（自　平成22年4月1日　至　平成22年9月30日）

1.  製品及びサービスごとの情報　

単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記

載を省略しております。

 

2.  地域ごとの情報

(1) 営業収益

　本邦の外部顧客への売上高が中間損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しております。

(2) 有形固定資産

当社は有形固定資産を保有していないため、記載しておりません。

 

3.  主要な顧客ごとの情報

当社の主要な顧客は一般投資家であり、中間損益計算書の営業収益の10％以上を占める顧客が存在しないた

め記載を省略しております。

 

　報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

当中間会計期間（自　平成22年4月1日　至　平成22年9月30日）

　　　該当事項はありません。
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　報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

当中間会計期間（自　平成22年4月1日　至　平成22年9月30日）

　　　該当事項はありません。

 

　報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

当中間会計期間（自　平成22年4月1日　至　平成22年9月30日）

　　　該当事項はありません。

 

（追加情報）

　当中間会計期間（自　平成22年4月1日　至　平成22年9月30日）

　当中間会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号　平成21年3月27

日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号　平成20年3

月21日）を適用しております。

 

 

(１株当たり情報)

項目
当中間会計期間

（自　平成22年4月1日
　　至　平成22年9月30日)

１株当たり純資産額 34,162円35銭

１株当たり中間純利益金額     6,754円48銭

(注) 1. 潜在株式調整後１株当たり中間純利益については、潜在株式が存在していないため記載しておりません。
     2. 1株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下の通りであります。

項目
当中間会計期間

（自　平成22年4月1日
　　至　平成22年9月30日)

中間純利益(千円) 415,805

普通株主に帰属しない金額(千円) -

普通株主に係る中間純利益(千円) 415,805

期中平均株式数(株) 61,560
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第２【その他の関係法人の概況】

１【名称、資本金の額及び事業の内容】

本項を以下の記載内容に更新・訂正します。

 

＜更新・訂正後＞

①　受託会社

名　　　称 株式会社りそな銀行

資本金の額 279,928百万円（平成22年９月末現在）

事業の内容 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す

る法律（兼営法）に基づき信託業務を営んでいます。

＜参考＞再信託受託会社の概要

名　　　称 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社

資本金の額 51,000百万円（平成22年９月末現在）

事業の内容 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す

る法律（兼営法）に基づき信託業務を営んでいます。

関係業務の概要 受託会社より委託を受け、当ファンドの信託事務の一部（信託財産の管理

等）を行います。

 

② 販売会社

名称 資本金の額 事業の内容

東洋証券株式会社
13,494百万円

（平成22年３月末現在）

金融商品取引法に定める
第一種金融商品取引業を
営んでいます。

株式会社ＳＢＩ証券
47,937百万円

（平成22年９月末現在）

ニュース証券株式会社
877百万円

（平成22年12月末現在）

フィリップ証券株式会社
720百万円

（平成23年４月１日現在）

楽天証券株式会社
7,495百万円

（平成22年９月末現在）

ＳＭＢＣ日興証券株式会社
10,000百万円

（平成23年４月１日現在）

株式会社千葉銀行
145,069百万円

（平成22年９月末現在） 銀行法に基づき銀行業を
営んでいます。

シティバンク銀行株式会社
123,100百万円

（平成22年９月末現在）
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独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書

 

平成23年２月22日

 

ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社

取　締　役　会　御　中

 

あ ら た　監　査　法　人

  

指　定　社　員
業務執行社員

公認会計士　鶴田　光夫

  

 

 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられて
いるＤＷＳ ブラジル・レアル債券ファンド（毎月分配型）の平成22年７月21日から平成23年１月20日までの特定期間の財務諸
表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経
営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に
財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者
が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討
することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ＤＷＳ ブラジル
・レアル債券ファンド（毎月分配型）の平成23年１月20日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の
状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定に
より記載すべき利害関係はない。

 

以　　上

 

(※) １.上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま

す。

２.財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。

 

　　次へ
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独立監査人の中間監査報告書
 

平成22年12月10日

 

 

ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社

取締役会　御中

 

 

有限責任 あずさ監査法人

指定有限責任社員

業　務　執　行　社　員
公認会計士 林 　 秀 行 　㊞

 

 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状

況」に掲げられているドイチェ・アセット・マネジメント株式会社の平成22年4月1日から平成23年3月31日ま

での第27期事業年度の中間会計期間（平成22年4月1日から平成22年9月30日まで）に係る中間財務諸表、すな

わち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書について中間監査を行った。この中間財務

諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明するこ

とにある。

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人

に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要

な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした

監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間

財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基

準に準拠して、ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社の平成22年9月30日現在の財政状態並びに同日を

もって終了する中間会計期間（平成22年4月1日から平成22年9月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を

表示しているものと認める。

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上

 

 

（※）上記は、当社が、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま

す。
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独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書

平成22年８月11日

ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社

取　締　役　会　御　中

あ ら た　監　査　法　人

  

指　定　社　員
業務執行社員

公認会計士　鶴田　光夫

  

 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられて

いるＤＷＳ ブラジル・レアル債券ファンド（毎月分配型）の平成22年１月21日から平成22年７月20日までの特定期間の財務諸

表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経

営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に

財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者

が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討

することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ＤＷＳ ブラジル

・レアル債券ファンド（毎月分配型）の平成22年７月20日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の

状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定に

より記載すべき利害関係はない。

 

以　　上

 

 

(※) １.上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま

す。

２.財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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